
◆◆◆◆◆◆ 就学援助制度について

厚岸町教育委員会

学校の勉強に必要な援助が受けられます

教育委員会では、生活保護を受けている方以外で経済的にお困りの方のために、お子さんの勉強

や学校生活に必要な費用を援助しております。

その内容は次のとおりですが、不明な点については、お子さんが通学している学校又は厚岸町教

育委員会（管理課学校教育係℡５２－３１３１内線３５４～３５７番）へお問い合わせください。

援助を受けられる方は次のとおりです

１ 原則として申請する年の前年４月から現在までに次のいずれかに該当した方

(1) 生活保護の停止又は廃止を受けた方

(2) 市町村民税の非課税又は減免を受けた方

(3) 固定資産税又は個人事業税の減免を受けた方

(4) 国民健康保険税の減免を受けた方

(5) 国民年金の掛金の減免を受けた方

(6) 国民健康保険法に基づく保険料の減免又は徴収の猶予を受けた方

(7) 児童扶養手当の支給を受けた方

２ 上記１のほか、次のいずれかに該当する方

※世帯員全員の所得合計額と判定基準を比較し判定いたします

(1) 世帯主又は家族の方が長期病気療養中のため経済的にお困りの方

(2) 不慮の災害のため経済的にお困りの方

(3) 年間収入額が特に少ないため経済的にお困りの方

※年齢は申請する年の前年12月31日現在となります。判定基準表（参考）

例 世帯人員 父 母 子 子 子 祖父 判定基準

Ａ ２人 ・ ３４歳 ６歳 ・ ・ ・ ２１１万円

Ｂ ２人 ・ ３５歳 １３歳 ・ ・ ・ ２１９万円

Ｃ ３人 ３４歳 ３０歳 ６歳 ・ ・ ・ ２６６万円

Ｄ ４人 ３８歳 ３８歳 ９歳 ４歳 ・ ・ ２９０万円

Ｅ ４人 ４２歳 ３９歳 １２歳 ７歳 ・ ・ ３２２万円

Ｆ ５人 ３５歳 ３３歳 ８歳 ５歳 １歳 ・ ３０９万円

Ｇ ６人 ３９歳 ３９歳 １５歳 １２歳 ８歳 ６４歳 ４０５万円

※上記の判定基準はあくまでも参考数値です。基準表と同一世帯人員であっても、世帯の年齢

構成や住宅の保有状況により基準額は異なります。詳細については、お問い合わせください。

※平成２８年８月１日現在援助を受けられる費用は次のとおりです

●学 用 品 費

小学校 ‥‥‥‥‥‥‥‥ ５，７６０円

中学校 ‥‥‥‥‥‥‥ １１，３１０円

●通学用品費

‥ ２，２３０円小学校２学年～６学年、中学校２学年～３学年

●新入学児童生徒学用品費

小学校１学年 ‥‥‥‥ ２０，４７０円

中学校１学年 ‥‥‥‥ ２３，５５０円

●体育実技用具費

小学校１・４学年 ‥‥ １１，５９０円

中学校１学年 ‥‥ ４，１１０円

※いずれも限度額●校外活動費 (宿泊を伴わないもの）

小学校 ‥‥‥‥‥‥‥‥ １，５５０円

中学校 ‥‥‥‥‥‥‥‥ ２，２４０円

※いずれも限度額●校外活動費 (宿泊を伴うもの）

小学校 ‥‥‥‥‥‥‥‥ ３，５７０円

中学校 ‥‥‥‥‥‥‥‥ ６，０１０円

●修学旅行費

学校で決められた額実施学年 ‥‥‥‥

●給 食 費 全学年 ‥‥‥‥ 実 費 額

( )●医療費 治療費

う歯、結膜炎、中耳中学校 ‥‥‥‥‥

炎、慢性副鼻腔炎等に

対する実費額

( )●医療費 文書料

アレルギー疾患の診全学年 ‥‥‥‥‥

断に要する文書料

援助を受けるための手続きは次のとおりです

１ 申請に必要な書類

(1) 要保護及準要保護児童生徒認定申請書兼同意書・委任状

＊同じ世帯にお住まいの方全員のマイナンバーを必ず記載してください。

記載の際には、記載誤りのないようにご注意願います。

(2) 申請者（保護者）の個人番号カード（マイナンバー）を確認できる書類の写し

＊個人番号の通知カード・個人番号カード（おもて面・裏面の両方とも ・個人番号付き住）

民票など

(3) 個人番号カードを作成していない場合 申請者 保護者 の身元を確認できる書類の写し 白、 （ ） （

黒コピー可）

＊運転免許証・パスポートなど、顔写真付き書類のコピー

＊運転免許証・パスポートなどお持ちでない方は、以下の書類の中から２つ以上。

＜・保険証・年金手帳・児童扶養手当証書＞

上記(1)・(2)・(3)を、また左記１のいずれかに該当する方についてはそのことを証明する書

類のコピー 毎年設定される期日 教育委員会管理課学校教育係へ持参もしくは郵送も添え、 までに

（申請する年の１月１日以降に厚岸町に転入された方については、転入前に住民してください。

登録をしていた市町村の課税証明等の提出を求めることがあります ）。

なお、生活状況の急変により年度途中で援助を受ける理由が発生した場合には、その時点で申

年度途中での認定となるため、援助される費用は４月１日付で請することができます。ただし、

認定された世帯よりその日数分減額されますので、ご了承ください。(期日を過ぎて提出した場

合も同じ) （裏面に続く）



(4) 申請書類の宛先

〒０８８-１１９２ 厚岸町真栄３丁目１番地

厚岸町教育委員会 管理課 学校教育係 ＊郵送の際は、ご家庭で送料を負担ください。

２ 援助の可否の認定

教育委員会が、保護者からの申請に基づいて別途調査（町税財政課等での調査）を行い、援助の

可否を認定します。

なお、この際不明な点があるときはご家庭にお聞きすることがあります。また、その際、課税証

明等の提出を求めることがあります。

３ その他

前年度に認定され、援助を受けていた方についても、改めて申請手続きを行ってください。(1)

2 援助を受けることが認定された後、家庭事情が好転し援助を受ける必要がなくなったときに( )
は、すぐに学校又は教育委員会へ連絡してください。


